
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

整備新幹線整備事業資金繰入基準

平成１５年１０月 １ 日機構規程第１１３号

平成１７年 ４ 月 １ 日機構規程第 ２ 号

平成１７年 ４ 月２７日機構規程第 １３ 号

平成２０年 ３ 月２６日機構規程第 ６０ 号

平成２２年１１月１８日機構規程第 ５９ 号

平成２４年 ６ 月２９日機構規程第 ９ 号

平成２９年 ３ 月３０日機構規程第 ８７ 号

令和 ３ 年 ３ 月３１日機構規程第１０４号

令和 ３ 年 ４ 月 １ 日機構規程第 ８ 号

（通則）

第１条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。

） が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１

８０号。以下「機構法」という。）第１７条第３項に基づき実施する整備新幹

線整備事業資金（以下「整備新幹線資金」という。）の繰り入れは、機構法及

び同法施行令（平成１５年政令第２９３号）並びに補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及び同法施行令（昭和３

０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）に定めるもののほか

、この繰入基準の定めるところによる。

（目的）

第２条 機構は、全国新幹線鉄道整備法（昭和４５年法律第７１号）による新幹

線鉄道（新幹線鉄道規格新線及び新幹線鉄道直通線を含む。以下同じ。）に係

る鉄道施設の建設に関する事業を行うにあたり、国土の均衡ある発展を図る目

的から当該事業に要する費用に充てる資金の一部について整備新幹線資金を助

成勘定から建設勘定に繰り入れるものとする。

（定義）

第３条 この繰入基準において、「一体施工者」とは、整備新幹線駅及びその周

辺に公共・公益的な施設を設置することを計画し、その施設と整備新幹線駅施

設の全部又は一部を一体的に整備合築しようとする者をいう。

２ この繰入基準において、「一体施工部分」とは、一体施工者が設置しようと

する公共・公益的な施設と一体的に整備合築することが適当と判断された整備



新幹線駅施設の全部又は一部をいう。

３ この繰入基準において、「整備新幹線駅緊急整備事業」とは、機構及び一体

施工者の申請に基づき、一体施工部分を先行的に整備することを国土交通大臣

（以下「大臣」いう。）が認定した事業をいう。

（整備新幹線資金の繰入及び整備新幹線資金繰入の額）

第４条 整備新幹線資金繰入対象は、機構法第１２条第１項第１号に規定する新

幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業で別表１に掲げるもの (以下「対

象事業」という。）とする。

２ 整備新幹線資金繰入対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、別表

２に掲げるとおりとし、整備新幹線資金繰入額の算定方法は別表３に掲げると

おりとする。

（申請手続）

第５条 機構の鉄道建設業務を掌理する副理事長（以下「副理事長」という。）

は、整備新幹線資金の繰り入れを受けようとするときは、第１号様式による

申請書を理事長に提出するものとする。

２ 副理事長は、整備新幹線資金繰入決定額の変更を受けようとするときは、第

２号様式による変更申請書を理事長に提出するものとする。

（整備新幹線資金の繰入決定の通知）

第６条 理事長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審

査のうえ整備新幹線資金繰入決定を行い、同条第１項の場合は、第３号様式に

よる整備新幹線資金繰入決定通知書により、同条第２項の場合は、第４号様式

による整備新幹線資金繰入決定変更通知書により、その旨を副理事長に通知す

るものとする。

（申請の取下げ）

第７条 副理事長は、整備新幹線資金繰入決定の内容又はこれに付した条件に対

して不服があることにより、整備新幹線資金繰入申請を取り下げようとすると

きは、整備新幹線資金繰入決定の通知を受けた日から２０日以内にその旨を記

載した書面を理事長に提出するものとする。

（計画変更等の承認）

第８条 副理事長は、次の各号に該当するときは、あらかじめ理事長の承認を受

けるものとする。ただし、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備

新幹線整備事業費補助繰入基準第８条に基づく承認又は届出がなされている場



合は、この限りでない。

イ 対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、大

臣が整備新幹線整備事業費補助交付要綱第８条第１項において別に定める軽

微な変更を除く。

ロ 整備新幹線資金繰入決定を受けた後の事情の変更による特別の事由が生じ

たため、当該事業の中止、又は、廃止しようとするとき。

この場合の申請書には、理由書を添付するものとする。

２ 理事長は、前項の承認をする場合において必要に応じ整備新幹線資金繰入決

定の内容を変更し、又は条件を付することがある。

（状況報告）

第９条 副理事長は、対象事業の遂行状況について、理事長の要求があったとき

は、速やかに第５号様式による状況報告書を理事長に提出するものとする。

２ 副理事長は、対象事業が整備新幹線資金繰入決定に係る機構の会計年度（以

下「事業年度」という。）内に当該事業が完了しない見込であるときは、事業

年度の３月１０日までに理事長に提出するものとする。

（実績報告）

第１０条 副理事長は、対象事業を完了したときは、その日から１カ月を経過し

た日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに第６号様式による実績報

告書を理事長に提出するものとする。

２ 副理事長は、整備新幹線資金繰入決定に係る機構の事業年度が終了した場合

には、翌年度の４月２０日までに第７号様式による実績報告書を理事長に提出

するものとする。

（額の確定等）

第１１条 理事長は前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査

及び必要に応じて現地審査等を行い、その報告に係る対象事業の実施の結果が

整備新幹線資金繰入決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは

、助成勘定から建設勘定に繰り入れるべき整備新幹線資金の額を確定し、第８号

様式により、副理事長に通知するものとする。

２ 副理事長は、助成勘定から建設勘定に繰り入れるべき当該整備新幹線資金の

額の確定通知を受けた場合において、既にその額を超える整備新幹線資金繰入

を受けているときは、その超える部分の整備新幹線資金を建設勘定から助成勘

定への繰り入れについて必要な手続きをとるものとする。

３ 前項の整備新幹線資金の建設勘定から助成勘定への繰入期限は、当該整備新

幹線資金の額の確定通知を受けた日から２０日以内とし、期限内に繰り入れを



しなかった場合は、未納に係る金額に対してその未納に係る期間に応じて年利

１０．９５パーセントの割合で計算して得た額を加えた額を繰り入れるものと

する。

（整備新幹線資金の概算繰入請求）

第１２条 副理事長は、整備新幹線資金の概算繰入を受けようとするときは、第

９号様式による請求書を理事長に提出するものとする。

（財産の処分の制限等）

第１３条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財

産」という。）のうち、適正化法施行令第１３条第４号又は第５号の規定によ

り、理事長が定める取得財産等は、国土交通大臣が交付要綱第１３条第１項に

おいて別に定める財産に準ずる。

２．当該年度の補助対象事業の完了後、残存する機械及び器具等は、」次年度以

降における整備新幹線整備事業に継続して使用することができるものとする。

３．第１項に定める取得財産等の処分を制限する期間は交付金交付の目的及び減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案

して、国土交通大臣が別に定める期間に準ずる。

（収入の処理）

第１４条 機構は、取得財産等を処分することにより収入があるときは、その収

入に係る整備新幹線資金の負担率に乗じて得た額を整備新幹線資金の収入とし

、翌年度以降の対象経費又は全国新幹線鉄道整備法施行令法第７条第２項第２

号に定める費用の支払に充当し得る収入として処理するものとする。

２ 前項の対象経費又は全国新幹線鉄道整備法施行法第７条第２項第２号に定め

る費用の支払に充当し得る収入の内容は、整備新幹線整備事業に起因して受け

入れる雑収入（土地貸付収入、施設貸付収入、建物等貸付収入等対象事業で取

得した財産の貸付による収入は除く。）のうち鋼くず等の処分収入、財産処分

収入等の雑収入とする。

（整備新幹線資金の経理）

第１５条 機構は、対象事業についての収入支出に関する帳簿を備え、他の経理

と区分して整備新幹線資金の使途を明らかにしておくものとする。

２ 機構は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整備して、対象事業

の完了の日の属する年度の終了後５年間保存するものとする。

（取得財産等に関する整理）

第１６条 機構は、取得財産等に関する帳簿を備え、取得財産等の取得の状況及



びその累積額を明らかにしておくものとする。

（実施の細目）

第１７条 第８条第１項第１号及び第１４条の大臣が別に定める事項、その他交

付要綱の実施細目に関して必要があるときは、鉄道局長が定めるところによる。

附 則

１ この繰入基準は、平成１５年１０月１日から施行する。

２ 前項に規定する適用の日前に交付決定が行われた交付金については、建設勘

定に対して整備新幹線資金の繰入決定したものとみなし、法１７条第３項を適

用のうえ、この繰入基準の定めるところによるものとする。

附 則

１ この繰入基準の一部改正は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

１ この繰入基準の一部改正は、平成１７年４月２７日から施行し、平成１７年

４月１日から適用する。

２ 前項に規定する適用の日前に繰入決定が行われた交付金については、なお従

前の例による。

附 則

１ この繰入基準の一部改正は、平成２０年４月１日から施行する。

２ 前項に規定する適用の日前に繰入決定が行われた交付金については、なお従

前の例による。

附 則

１ この繰入基準の一部改正は、平成２２年１１月１８日から施行し、平成２２年

度以降の整備新幹線資金に係る財産から適用する。



附 則

１ この繰入基準の一部改正は、平成２４年６月２９日から施行する。

２ 前項に規定する適用の日前に繰入決定が行われた交付金については、なお従

前の例による。

附 則

１ この繰入基準の一部改正は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

１ この繰入基準の一部改正は、令和 ３ 年３月３１日から施行する。

附 則

１ この繰入基準の一部改正は、令和 ３ 年４月 １日から施行する。



別表１ 対象事業

路 線 名 工 事 区 間 工 事 内 容

北海道新幹線 新青森～新函館（仮称） 平成17年４月27日 工事実施計画認可の工事

新函館（仮称）～札 幌 平成24年６月29日 工事実施計画認可の工事

東 北 新幹線 八 戸 ～ 新青森 平成10年３月12日 工事実施計画認可の工事

北 陸 新幹線 長 野 ～ 金 沢

(長 野～上 越(仮称)) (平成10年３月12日 工事実施計画認可の工事)

(上 越(仮称)～富 山) (平成13年４月25日 工事実施計画認可の工事)

(富 山 ～ 金 沢） (平成17年４月27日 工事実施計画認可の工事)

金 沢～敦 賀 平成24年６月29日 工事実施計画認可の工事

九州新幹線 博 多～新八代 平成13年４月25日 工事実施計画認可の工事

武雄温泉～長 崎 平成24年６月29日 工事実施計画認可の工事

（注）工事内容には、全国新幹線鉄道整備法第９条及び附則第１１項に基づく変更認可
の工事を含む。

別表２ 対象経費

対象経費の区分 対 象 経 費 の 内 容

対象事業の整備新幹線の建設に要する工事費（管理費及び当該事
業に係る建設勘定の借入に係る債務の償還及び当該債務に係る利子

工 事 費 の支払に要する額を含む。）であって、機構法第１７条第２項の補
助金又は機構法第１７条第３項の都市鉄道整備事業資金、地域の負
担額、一体施工者の負担額及び後年度繰入金充当収入を除く額（た
だし、部外者からの委託による建設費は対象経費から除く。）。

（注） 後年度繰入金充当収入とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第７条第２項第１号に
規定する後年度繰入金充当収入をいう。

別表３ 整備新幹線資金の額の算定方法

整 備 新 幹 線 資 金 の 額 の 算 定 方 法

整備新幹線資金の額は、当該年度の対象経費から当該年度の新幹線貸付料の充当額（当
該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費を除く。）を差し引いた額と機構法施行
令第９条第１項により定まる額の範囲内で理事長が定めた額のうちいずれか少ない額とす
る。

（注）貸付料とは、全国新幹線鉄道整備法施行令（昭和４５年政令第２７２号）第７条
第２項に規定する国土交通大臣が定める額をいう。



第１号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長

年度整備新幹線整備事業資金繰入申請書

年度における整備新幹線整備事業資金の繰入を受けたいので、独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線整備事業資金繰入基準（平成１５年

１０月１日機構規程第１１３号）第５条の規定により、関係書類を添え、下記の

とおり申請します。

記

１ 対象事業の目的及び内容

２ 繰入申請額 円

３ 対象経費に係る整備新幹線資金の額（別紙のとおり）



第１号様式 別 紙

（単位：円）

対 象 経 費 事 業 費 国 の 補 地 域 一体施工者 貸付料の充 後 年 度 整備 新幹 整備新幹線 整備新幹線

の 区 分 助 金 等 負 担 額 の 負 担 額 当額（租税 繰 入 金 線資 金の 資金の配分 資金の配分

及び管理費 充当収入 必 要 額 可能額 額

を除く。） Ｉ（Ｇ又は

Ｇ=A-B-C Ｈのうちい

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ -D-E-F Ｈ ずれか少な

い額。）

工 事 費



（参 考）

年度整備新幹線整備事業実施計画表

区 分 工 事 区 間 延 長 計 画 額 備 考

工 事 費 ㎞ 円

○○新幹線 ○年○月○日 工事実施計画認可の工事

… …
○○新幹線 ○年○月○日 工事実施計画認可の工事

計

（注１）工事費には管理費を含む。

（注２）別紙様式の路線別実施計画内訳を添付すること。



（第１号様式 参考別紙）
年度整備新幹線整備事業計画内訳

（〇〇新幹線 ） （単位：千円）

一 体 施 工 者 補助対象 後 年 度 地 域
費 目 事業費 貸付料等 繰 入 金 繰 入 金 補助金額 備 考

事 業 費 充 当 収 負担額
負担率 負担額 入

本線工事※１

用 地 費 本線工事※２

共 通 経 費
工事費

本線工事※１

本工事費 本線工事※２

共 通 経 費

管 理 費 共 通 経 費

計

（注）１．対象となる管理費は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構会計規程第３０条の規定により整備新幹線整備事業の
建設部門に割掛けられる管理費とする。

２．※１欄には、本線工事のうち整備新幹線駅緊急整備事業に係る経費を除いた額を、※２欄には、整備新幹線駅緊急整備事業
に係る経費を記載する。



第２号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長

年度整備新幹線整備事業資金繰入決定額の変更申請書

年 月 日付け 第 号をもって繰入決定の通知を受けた標記整

備新幹線資金について、繰入決定額の変更を受けたいので、下記のとおり申請し

ます。

記

１ 変更を必要とする理由

２ 繰入金の額 繰 入 決 定 済 額 円

今回繰入決定申請額 円

計 円

３ 対象経費に係る整備新幹線資金の額（別紙のとおり）



第２号様式 別 紙

（単位：円）

対象経費の区分 事業費 国の補 地域負 一体施工者 貸付料の充 後 年 度 整 備新幹 整備新幹線 整備新幹線

助金等 担負額 の 負 担 額 当額（租税 繰入金 線 資金の 資金の配分 資金の配分

及び管理費 充当収 必要額 可能額 額

を除く。） 入 Ｉ（Ｇ又は

Ｈのうちい

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ=A-B-C Ｈ ずれか少な

-D-E-F い額。）

繰 入 決

定 済 額

工 事 費 今 回 繰

入 決 定

申 請 額

計



（参 考）

年度整備新幹線整備事業実施計画変更表

区 分 工 事 区 間 延長 計 画 額 変 更 増 △ 減 額 変 更後 計 画 額 備考

工 事 費 ㎞ 円 円 円

○○新幹線

…

○○新幹線

計

（注１）工事費には管理費を含む。

（注２）｢計画額｣欄には、今回以前に変更があった場合は、その変更後の計画額を記載する。

（注３）別紙様式の路線別実施計画変更内訳を添付すること。



（第２号様式 参考別紙）

年度整備新幹線整備事業計画変更内訳
（〇〇新幹線 ） （単位：千円）

一 体 施 工 者 補助対象 後 年 度 地 域
費 目 事業費 貸付料等 繰 入 金 繰 入 金 補助金額 備 考

事 業 費 充 当 収 負担額
負担率 負担額 入

本線工事※１

用 地 費 本線工事※２

共 通 経 費
工事費

本線工事※１

本工事費 本線工事※２

共 通 経 費

管 理 費 共 通 経 費

計

（注）１．当初計画の数値等に抹線を付し、その上段に変更に係る数値等を記載する等により変更の内容が明らかになるように記載する
こと。

２．対象となる管理費は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構会計規程第３０条の規定により整備新幹線整備事業の建
設部門に割掛けられる管理費とする。

３．※１欄には、本線工事のうち整備新幹線駅緊急整備事業に係る経費を除いた額を、※２欄には、整備新幹線駅緊急整備事業に係
る経費を記載する。



第３号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長

年度整備新幹線整備事業資金繰入決定通知書

年 月 日付け 第 号をもって申請のあった標記整備新幹線

資金については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線整備

事業資金繰入基準（平成１５年１０月１日機構規程第１１３号。以下「繰入基準

」という。）第６条の規定により、下記のとおり繰り入れすることに決定したの

で通知する。

記

１ 整備新幹線資金の額 円

２ 対象経費に係る整備新幹線資金の額は、 年 月 日付け 第 号

で繰入申請書記載のあったとおりとする。

３ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）、

同法施行令（平成１５年政令第２９３号）及び繰入基準の定めるところによる。



第４号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長

年度整備新幹線整備事業資金繰入決定変更通知書

年 月 日付け 第 号をもって繰入決定額の変更申請のあった

標記整備新幹線資金については、下記のとおり繰入決定を変更したので通知する。

記

１ 整備新幹線資金の額 繰 入 決 定 済 額 円

今 回 繰 入 決 定 額 円

繰 入 決 定 額 計 円

２ 対象経費に係る整備新幹線資金の額は、変更申請のあったとおりとする。



第５号様式 第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長

年度整備新幹線整備事業遂行状況報告書

年 月 日付け 第 号で整備新幹線資金繰入決定の通知を受けた標記事業の遂行状況について、独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線整備事業資金繰入基準（平成１５年１０月１日機構規程第１１３号）第９条の規

定により、下記のとおり報告します。

記

（単位：円）

整備新幹 整備新幹線資金の

対象経費 整 備 新 幹 年 月末現在 残額の年度内実施見込額 線資金と 配分額との差額の

の区分 線 資 金 の の差額 内訳

配分額

整備新幹 実績率 自 己 財 整備新 整備新幹線 自己財源 整備新

線資金の 源 充 当 幹線資 資金の支出 充当見込 幹線資 翌年度 その他

支出決定 額 金相当 決定見込額 額 金相当 見込額

済額 額 額

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ=B-C Ｅ Ｆ Ｇ=E-F Ｈ=A-D-G

工 事 費

（注１）「整備新幹線資金の支出決定済額Ｂ」及び「整備新幹線資金の支出決定見込額Ｅ」は、対象経費となる事業費に係る

ものを計上する。

（注２）「自己財源充当額Ｃ」及び「自己財源充当見込額Ｆ」は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線

整備事業資金繰入基準第１４条により処理した後の残余の額を記載する。



（参 考）

年度整備新幹線整備事業実施状況表

実 施 額 左 の 実 施 見 込

区 分 工事区間 延 長 計 画 額 ( 年 月末 進捗率 差引金額

現 在) 年度内見込額 翌年見込額 その他

工 事 費 ㎞ 円 円 ％ 円 円 円 円

○○新幹線

…

○○新幹線

計

（注１） 工事費に管理費を含む。

（注２） 「計画額」欄には、変更があった場合は、変更後の計画額を記載する。



第６号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長

年度整備新幹線整備事業完了実績報告書

年 月 日付け 第 号で整備新幹線資金繰入決定の通知を受けた標記事業の完了実績につい

て、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線整備事業資金繰入基準（平成１５年１０月１日機構

規程第１１３号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり報告します。

記

（単位：円）

対象事業の実績（整備新幹線資金に係るもの） 整備新幹線資金の精算

対象経費

の区分 整備新幹線 整備新幹線資 実績率 自己財源 整備新幹 差 引 精 算 繰 概算繰入 差引整備新幹線

資金の配分 金の支出決定 充当額 線資金相 不用額 入金額 受領総額 資金未受領(△返

額 済額 Ｂ／Ａ Ｃ 当額 Ｅ=A-D Ｆ=Ｄ Ｇ 還)額

Ａ Ｂ Ｄ=B-C Ｈ=Ｆ-Ｇ

工 事 費

（注１）「整備新幹線資金の支出決定済額Ｂ」は、対象経費となる事業費に係るものを計上する。

（注２）「自己財源充当額Ｃ」は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線整備事業資金繰入基準第

１４条により処理した後の残余の額を記載する。



（参 考）

年度整備新幹線整備事業実施状況表

区 分 工 事 区 間 延 長 計 画 額 実 施 額 実施率 差 引 金 額

工 事 費 ㎞ 円 円 ％ 円

○○新幹線

…

○○新幹線

計

（注１） 工事費に管理費を含む。

（注２） 「計画額」欄には、変更があった場合は、変更後の計画額を記載する。



第７号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長

年度整備新幹線整備事業年度終了実績報告書

年 月 日付け 第 号で整備新幹線資金繰入決定の通知を受けた標記事業の年度終了実績について、独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線整備事業資金繰入基準（平成１５年１０月１日機構規程第１１３号）

第１０条第２項の規定により、下記のとおり報告します。

記

（単位：円）

年度内実施額 整備新幹線 整備新幹線資金の配分額との差

対象経費 整備新幹線 資金の配分 額の内訳

の区分 資金の配分 額との差額

額 整備新幹線資 実績率 自己財源 整備新幹線

金の支出決定 充当額 資金相当額 Ｅ=Ａ-Ｄ 翌年度実施額 そ の 他

Ａ 済額 Ｂ／Ａ Ｃ Ｄ=B-C

Ｂ

工 事 費

（注１）「整備新幹線資金の支出決定済額Ｂ」は、対象経費となる事業費に係るものを計上する。

（注２）「自己財源充当額Ｃ」は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構整備新幹線整備事業資金繰入基準第

１４条により処理した後の残余の額を記載する。



（参 考）

年度整備新幹線鉄道整備事業年度内実施状況表

区 分 工事区間 延長 計 画 額 年度内実施額 実施率 差引金額 翌年度実施額 その他 備考

工 事 費 ㎞ 円 円 ％ 円 円 円

○○新幹線

…

○○新幹線

計

（注１） 工事費に管理費を含む。

（注２） 「計画額」欄には、変更があった場合は、変更後の計画額を記載する。



第８号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長

年度整備新幹線整備事業資金の額の確定通知書

年 月 日付け 第 号をもって実績報告のあった 年度整備

新幹線整備事業資金については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

整備新幹線整備事業資金繰入基準（平成１５年１０月１日機構規程第１１３号）

第１１条第１項の規定により、下記のとおり確定したので通知する。

記

確定繰入金額 円



第９号様式

第 号

年 月 日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

理 事 長 殿

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

副理事長

年度整備新幹線整備事業資金概算繰入請求書

年 月 日付け 第 号をもって繰入決定を受けた標記整備新幹線

資金については、下記のとおり概算繰入を受けたいので、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構整備新幹線整備事業資金繰入基準（平成１５年１０月１日機

構規程第１１３号）第１２条の規定により請求します。

記

１ 整備新幹線整備事業資金繰入決定通知額 円

２ 概算繰入請求額（第 回） 円

３ 概算繰入請求額算出基礎

（単位：円）

対 象 経 費 整備新幹 建設等に要す 概算繰入 前回までの概 今 回 概算

の 区 分 線資金の する資金の 可 能 額 算繰入累計額 繰入予定額

配分額 額

工 事 費


